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（2） 貨物車

サイドバンパー（巻き込み防止装置）を取り外
しますと、歩行者等を自動車の後輪に巻き込む
等重大事故の原因となります。

巻き込み防止装置
● サイドバンパーの取外し

突入防止装置
● リヤバンパーの切断・取外し消音器

● 消音器、排気管の切断・取外し

燃料噴射量等が適当でない場合、黒煙を大量
に発生させ、大気汚染の原因になります。

ディーゼル車の原動機
● 基準を超える黒煙汚染度
● 燃料噴射ポンプの封印の取外し
● 不正軽油燃料の使用

他の交通に警告の趣旨が伝わらず危険です。
また、騒音公害にもなります。

警音器
● ミュージック・ホーン

前面に赤色の反射テープを貼付する
と、他の交通に誤認を与え危険です。

反射器
● 赤色のスコッチ・テープ

赤色回転灯は警察車、救急車等緊急自
動車、許可又は指定を受けた車両以外
に取り付けることはできません。
例：黄色回転灯は公安委員会に届出し
た車両又は指定を受けた車両以外に
は取り付けることはできません。

回転灯
● 取付け禁止

他の交通に誤認を与え危険です。

電光看板等
● 赤色、黄緑色、青紫色の灯光

他の交通に眩惑を与え危険です。

前部霧灯
● 白色又は淡黄色以外の色
● 灯光の色違い
● 同時に3個以上の点灯

他の交通に誤認を与え危険です。

その他の灯火（デイライト）
● 赤色の灯光
● 点滅するもの
● 光度300cd以上のもの

運転視野の確保が図れなくなり、危険です。

前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス
● 指定以外のステッカー貼付
● 着色フィルム等の貼付
（可視光線透過率70％未満のもの）
● 装飾板等の装着
（窓ガラスへの接触状態を問わず）

リヤバンパー（突入防止装置）を切断又は取り外しますと、
後続車が追突した場合に、車体へもぐり込む等重大事故の原
因となります。

消音器の取外し、切断等の改造をします
と、騒音公害の原因となります。

ダンプ（土砂等運搬）
● さし枠の取付け
● 荷台の下げ底

土砂等を運搬するダンプ車に、さし枠の取付けや、荷台
を下げ底にする改造を行うことは、過積載を誘発するば
かりでなく、自動車の機能上においても制動距離に影響
する等安全性を著しく低下させることとなり、ま
た発進、加速時等に黒煙を大量に発散する等大気汚染
の原因になります。

制動灯
● 自動点滅する構造のもの
● 赤色以外の色
尾灯
● 赤色以外の色
方向指示器
● 点滅回数が毎分60回以上120回以下以外のもの
● 橙色以外の色
後退灯
● 白色以外の色
大型後部反射器
● 反射光の色が黄色以外の色
● 蛍光の色が赤色以外の色
番号灯
● 白色以外の色

他の交通に誤認を与え危険です。
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（3） 二輪車

消音器の取外し、切断、芯抜き等の改造をします
と、騒音公害の原因となります。また、触媒装置
（有害な排出ガスを減少させる装置）を取り外し
ますと、大気汚染の原因となります。

消音機、触媒装置
● 消音器の取外し
● 消音器本体の切断
● 触媒装置の取外し
● 騒音低減機構を容易に除去できるもの（平成
　22年４月以降に製作された自動車に限る）
● 騒音規制値に適合しないもの

他の交通に誤認を与え危険です。

方向指示器
● 点滅回数が毎分60回以上
　120回以下以外のもの
● 橙色以外の色
● 照明部の面積が7cm2以下のもの

鋭い突起は、歩行者等に危害を及ぼし
危険です。
番号灯の灯火の色が適切でない場合、
他の交通に誤認を与え危険です。

ナンバー取付ステー
● 鋭い突起状
● 後面の見やすい位置にないもの
番号灯
● 白色以外の色

確実な操作ができず、危険です。

かじ取りハンドル
● 変形ハンドル（容易かつ確実に操作できないもの）
● かじ取り時に自動車の他の部分に接触するもの

安全な乗車を確保できず、危険です。

座席（シート）、握り手
● 安全な乗車を確保できない構造のもの
●後部座席に握り手（グラブバーまたはバンド）
　及び足かけ（ステップ）を有さないもの

自動車重量が増加することから制動距離に影
響する等、安全性を著しく低下させるおそれ
があります。

燃料タンクの増設等
● 新規検査受検後に燃料タンクの増設
● 容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更等
（構造等変更検査の手続きが必要となります）

他の交通への安全の妨げや、安全な運転を確
保できず、危険です。

速度抑制装置（スピードリミッター）
● 装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

運転視野の確保がとれなくなり、危険です。

直前直左の周辺状況を確認するための鏡、
又はカメラ及び画像表示装置
● 鏡又はカメラ等の取外し

4. 不正改造事例


